
ダム・発電関係市町村全国協議会 

定例総会 

  令和 5 年 5 月 16 日（火） 
全国町村会館 2 階ホール 

開 会 

1. 会長あいさつ 

2. 来賓あいさつ 

   ダム・発電関係市町村全国協議会顧問     細田 博之 氏 
   ダム・発電関係市町村全国協議会顧問     中谷  元 氏 
    ダム・発電関係市町村等振興議員連盟会長   宮下 一郎 氏 
   資源エネルギー庁電力・ガス事業部電源地域整備室長 
                         森本  要 氏 
   国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課長  豊口 佳之 氏 

3. 議事 

(1) 報告第 1 号 会務報告について 

第 2 号 令和 4 年度歳入歳出決算について 

第 3 号 令和 5 年度事業計画について 

第 4 号 令和 5 年度歳入歳出予算について 

第 5 号 令和 5 年度会費の負担基準等について 

             第 6 号 役員の補充選任について 

   (2) 議案第 1 号  令和 6 年度ダム・発電関係市町村振興対策の充実・

強化にかかる要望(案)について 

     (3) その他 

閉 会 



 
 

報告第 1 号 

会務報告について 

 

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日までの本協議会会務の概要を次の

とおり報告いたします。 

 

  



 
 

5 月 18 日（水） 

全国町村会館 

第 3 会議室 

午後 1 時 

5 月 18 日(水) 

全国町村会館 

ホール A 

午後 2 時 

Ⅰ 会議関係 

◆会議名 

日時・会場 
概 要 

◆会計監査会 1.令和 3 年度歳入歳出決算について 

令和 3 年度歳入歳出決算について、山名監事が会計監査を実施

した。また、佐々木監事、比田勝監事については、書面による会

計監査を行った。 

 

 

 

 

 

◆理事会兼定例総

会 

 

［出席者］ 

① 来賓  

ダム・発電関係市町村全国協議会顧問     細田 博之 氏 

ダム・発電関係市町村全国協議会顧問    中谷  元 氏 

ダム・発電関係市町村等振興議員連盟会長 宮下 一郎 氏 

経済産業省首席エネルギー・地域政策統括調整官政策統括官 

                 小澤 典明 氏 

国土交通省水管理・国土保全局河川環境課流水管理室長  

津森 貴行 氏 

②理事 21 名（うち代理出席 3 名） 

［議事］ 

(1)報告第 1 号 会務報告について 

(2)議案第 1 号 令和 3 年度歳入歳出決算(案)について 

(3)議案第 2 号 令和 4 年度事業計画(案)について 

(4)議案第 3 号 令和 4 年度歳入歳出予算(案)について 

(5)議案第 4 号 令和 4 年度全国町村会への負担基準等（案） 

について 

(6)議案第 5 号 令和 5 年度ダム・発電関係市町村振興対策の充

実・強化にかかる要望の骨子（案）について 

 

・議案事項について、すべて原案どおり了承された。 



 
 

11月 15日(月) 

全国町村会館 

ホール A 

午後 2 時 

◆会議名 

日時・会場 概 要 

 

◆理事会 

 

 

［議事］ 

(1)報告第 1 号 義援金送金について 

(2)議案第 1 号 義援金送金にかかる規程制定について 

(3)議案第 2 号  令和 5 年度ダム・発電関係市町村振興対策の

充実・強化にかかる要望（案）について 

 

・議案および報告事項について原案の通り了承された。 

Ⅱ 要請活動関係 

1．令和 4 年 7 月 22 日  

令和 4 年 5 月 18 日の理事会兼定例総会で決定した「令和 5 年度ダム・

発電関係市町村振興対策の充実・強化にかかる要望の骨子（案）」を踏ま

え事務局で作成した要望書（案）について、7 月上旬、本協議会理事に対

し、事前に照会・意見聴取した。  

ご意見を踏まえ作成した要望書により、辻会長、浜田正利副会長（北海

道新得町長）、上田泰弘副会長（熊本県美里町長）、古屋牧人副会長代理

（石川県白山市東京事務所長）の 4 名で、資源エネルギー庁の森本要電源

地域整備室長、国土交通省の甲川壽浩水管理・国土保全局次長へ要請活動

を行った。その後、議員会館へ移動し、宮下一郎ダム・発電関係市町村等

振興議員連盟会長、三木亨ダム・発電関係市町村等振興議員連盟事務局長

等へ陳情を行った。 

 

Ⅲ ダム・発電関係市町村等振興議員連盟 

1．合同勉強会（令和 4 年 5 月 18 日） 

   ダム・発電関係市町村等振興議員連盟の宮下一郎会長に続き、本協議

会を代表して辻会長が挨拶を行った。 

続いて、NPO 法人水力開発研究所の井上素行代表理事より「豊かな水に

恵まれた日本の水力を生かす～水力発電の価値向上～」と題し、説明を

聴取した後、意見交換を行った。 

 



 
 

2．合同勉強会（令和 4 年 11 月 15 日） 

   ダム・発電関係市町村等振興議員連盟の宮下一郎会長に続き、本協議

会を代表して辻会長が挨拶を行った。 

続いて、NPO 法人水力開発研究所の井上素行代表理事及び吉岡一郎同理

事より「地域が主体となった小水力開発の課題」と題し、説明を聴取し

た後、意見交換を行った。なお、この場で、辻会長からの提案により、

小水力発電導入促進にかかる研究会が設置されることとなった。 



報告第2号

(歳　入)

区分 金額

千円 千円 千円 千円 円 円 円

4,476 4,476 4,468,000 4,468,000 8,000

１ 会　　費 4,476 4,476 4,468,000 4,468,000 8,000

(1) 会　費 4,476 4,468,000 4,468,000 8,000

Ⅱ 繰 越 金 4,565 4,565 4,565,499 4,565,499 0

１ 繰 越 金 4,565 4,565 4,565,499 4,565,499 0 令和4年度繰越金

(1) 繰越金 4,565 4,565,499 4,565,499 0

Ⅲ 諸 収 入 2 2 41 41 0

１ 諸 収 入 2 2 41 41 0

(1) 預金利子 1 41 41 0

(2) 雑収入 1 0 0 0

9,043 9,043 9,033,540 9,033,540

（Ａ）

款 項 目 調定額 収入済額 収入未済額 説 明

534市町村
・当初予算額で会費8,000
円を余分に計上。正しい
会費収入額は4,468,000
円。

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

令和4年度ダム・発電関係市町村全国協議会歳入歳出決算書

　　　　　 歳 入 合 計

当初予算額 補正予算額 計

 節

Ⅰ 会　　費



(歳　出)

区分 金額

千円 千円 千円 千円 千円 円 円

Ⅰ 会議費 2,800 2,800 2,401,122 398,878

１ 会議費 2,800 2,800 2,401,122 398,878

(1)需用費 1,500 1,480,340 19,660 会議資料印刷費等

(2)役務費 500 167,092 332,908 通信運搬費等

(3)使用料及び
   賃借料

800 753,690 46,310 会場使用料

Ⅱ 事務費 1,660 1,660 1,569,082 90,918

１  事務費 1,660 1,660 1,569,082 90,918

(1)需用費 150 69,082 80,918 事務用品等

(2)役務費 10 0 10,000 通信運搬費等

(3)負担金 1,500 1,500,000 0 全国町村会への
負担金

Ⅲ 事業費 3,900 3,900 3,481,841 418,159

１ 事業費 3,900 3,900 3,481,841 418,159

(1)旅費 600 343,992 256,008

(2)需用費 3,000 2,994,673 5,327 印刷費、議連関連費

(3)役務費 200 53,686 146,314 通信運搬費等

(4)使用料及び
   賃借料

100 89,490 10,510 会場・車両使用料

Ⅳ 予備費 683 683 0 683,000

１ 予備費 683 683 0 683,000

(1)予備費 683 0 683,000

歳出合計 9,043 9,043 7,452,045 1,590,955

1,581,495

（Ｂ）

補正予算額
予備費支出及
び流用増減 計

節

予　　　　　算　　　　　現　　　　　　額

不用額支出済額

　　令和5年5月　監査検了

款

歳入歳出差引残額（Ａ－Ｂ）

備 考項 目 当初予算額

      監事　　佐々木　文明          監事　　山名　宗悟　　　　　監事　　比田勝　尚喜

円 は令和5年度へ繰越



報告第 3 号 

令和 5 年度事業計画について 

1．会 議 

(1) 令和 5 年  5 月 16 日（火） 理事会、定例総会、監査会 
(2) 令和 5 年 1 0 月 2 日（月） 常任理事会 
(3) 令和 5 年  11 月 13 日（月）   理事会 

〈その他、必要に応じ開催〉 

2．令和 6 年度政府予算対策 

ダム・発電関係施設等所在市町村の振興、発展をはかるため、関連施策等

にかかる会員市町村の意向及び社会的情勢をふまえ、要望事項の実現に向け

て、関係国会議員、関係府省等に対し要請活動を行う。 

3. 研究活動 

 「地域のための小水力発電に関する研究会」を本協議会に設置し、小水力発

電導入の意義を踏まえ、地域が主体となる小水力開発事例の調査・分析や小水

力開発の本格的な実施に向け活動を行う。 

4．ホームページの活用と情報発信の強化 

(1)情報発信の場として、ホームページを活用する。 
(2)上記 2 に関係する情報の収集に努め、会員市町村等へ提供する。 

5.  各種団体等との連携強化 

(1) 会員市町村の相互理解と協力体制の強化をはかる。 
(2) 都道府県支部・協議会と本部との連携強化をはかる。 
(3) ダム・発電関係市町村等振興議員連盟との連携強化をはかる。 
(4) 全国町村会をはじめ、関係団体との連携強化をはかる。 
 



 
 

報告第 4 号 

令和 5 年度歳入歳出予算について 

令和 5 年度ダム・発電関係市町村全国協議会歳入歳出予算は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、6,043 千円と定める。 

２．歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は別表「歳

入歳出予算事項別明細」による。 

（一時借入金） 

第２条 一時借入金の借入最高限度額は、1,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 歳出予算の各項の経費の金額は、同一款内において流用できる

ものとする。 

 



（ 歳　入 ）

比　較

（増△減） 区　分 金　額

千円 千円 千円 千円

Ⅰ  会　費 4,460 4,476 △ 16

１  会　費 4,460 4,476 △ 16

(1)会費 4,460 533市町村

Ⅱ  繰越金 1,581 4,565 △ 2,984

１  繰越金 1,581 4,565 △ 2,984

(1)繰越金 1,581

Ⅲ  諸収入 2 2 0

１  諸収入 2 2 0

(1)預金利子 1

(2)雑収入 1

6,043 9,043 △ 3,000

節
説　　明

歳入歳出予算事項別明細

款 項　目 5年度 4年度

歳　入　合　計



比　較

（増△減） 区　分 金　額

千円 千円 千円 千円

Ⅰ 会議費 2,120 2,800 △ 680

1  会議費 2,120 2,800 △ 680

(1)需用費 1,200 会議資料印刷費等

(2)役務費 120 通信運搬費等

(3)使用料及び 800 会場使用料等

    賃借料

Ⅱ 事務費 1,553 1,660 △ 107

1  事務費 1,553 1,660 △ 107

(1)需用費 50 事務用品等

(2)役務費 3 通信運搬費等

(3)負担金 1,500 全国町村会への

負担金

Ⅲ 事業費 2,360 3,900 △ 1,540

1  事業費 2,360 3,900 △ 1,540

(1)旅費 250

(2)需用費 1,950 印刷費, 議連関係費等

(3)役務費 60 通信運搬費等

(4)使用料及び 100 会場・車両使用料

    賃借料

Ⅳ 予備費 10 683 △ 673

1  予備費 10 683 △ 673

(1)  予備費 10

6,043 9,043 △ 3,000歳　出　合　計

項　目 5年度 4年度
節

説　　明

（ 歳　出 ）

款



 
 

報告第 5 号 

令和 5 年度会費の負担基準等について 

令和 5 年度会費の負担基準等は、次のとおり定める。 

記 

1．会費の負担基準 

(1) 均等割 
各市町村につき 4,000 円 

(2) 応能割 
各市町村の令和 4 年度の「電源立地地域対策交付金」（水力交付金相当

部分）交付額を基準とし、次の区分による応能割額とする。 

〔電源立地地域対策交付金（水力交付金相当部分）別応能割額〕 

交付金額別区分 応能割額 

(1) 交付金なし 

(2)  440万円以上～1,500万円まで 

(3) 1,500万円超 ～3,000万円まで 

(4) 3,000万円超 ～5,000万円まで 

(5) 5,000万円超 

0円 

4,000円 

9,000円 

14,000円 

19,000円 

2．納入期限 

令和 5 年 9 月末日迄 

3．納入方法 

都道府県支部が設置されている市町村にあっては都道府県支部を通じて

（送付先は所属の支部協議会となる）、設置されていない市町村にあって

は直接、みずほ銀行町村会館出張所の本会普通預金口座へ納入する。 



 
 

報告第 6 号 

役員の補充選任について 

現在欠員となっている役員について、規約第７条に基づき、下記のとおり

補充選任する。 

【関東・北信地区】 

・副会長   豊田  稔 （茨城県北茨城市長） 

【関東地区】 

・常任理事  本村 賢太郎（神奈川県相模原市長） 

【東海地区】 

・常任理事  尾上 壽一 （三重県紀北町長） 



議案第 1 号 

 
 

ダム・発電関係市町村振興対策の 

 

充 実 ・ 強 化 に 関 す る 要 望                                  

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 5 月 16 日 

 

ダム・発電関係市町村全国協議会 

会  長  辻   一 幸 
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ダム・発電関係市町村振興対策の 

充 実 ・ 強 化 に関 する要 望 

ダム・水力発電施設が立地する我々市町村は、中山間
地域等に所在し、水源地域として森林を形成し水資源を育
み、「水」や「電力」の安定供給、治水による安全確保
という、重要かつ公益的な役割を担うことで、国民生活や
あらゆる社会経済活動を支えてきた。 

しかしながら、過疎化・少子高齢化の進行、財政基盤
の脆弱化等に加え、気候変動による集中豪雨が頻発化・
激甚化する中、我々水源地域の市町村は極めて厳しい状
況にある。 

他方、2050 年カーボンニュートラルの実現が宣言され、
エネルギー基本計画における再生可能エネルギーの主力
電源化や、地域脱炭素ロードマップの決定等、地域に賦
存するエネルギーに対する国民の関心が急速に高まって
いる。加えて、昨今のエネルギー情勢の不安定化を背景
に、エネルギー安全保障の確立やエネルギー自給率を高
めていくことが国として求められている。  

社会が純国産エネルギーである水力発電を再評価する
中、地域の資産であるダムを活かし、水力発電の容量を拡
大することを要請するとともに、地域のエネルギー政策を
担う自治体として、地域が主体となった水力発電の推進が
重要であると考える。 

同時に、我々市町村が、持続可能かつクリーンで安全
な水力発電の安定供給等を通じ、国民生活の安定に寄与
するためには、それを支える水源地域の視点に立った地域
振興対策の充実・強化が不可欠である。  

よって、政府、国会においては、令和 6 年度予算編成
ならびに施策の推進にあたっては、次の事項を実現するよ
う、強く求める。 
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< 重 点 事 項 > 

1. 水力発電施設周辺地域交付金（水力交付金）について 

水力発電所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律に

基づく恒久的な措置とすること。また、最低保証額を平成 22 年

度水準以上に引き上げること。  

2. 水源地域対策について 

 「ダム再生ビジョン」を踏まえ、既設ダムの設備更新・改修、

発電設備の設置等による水力発電の出力・電力量増加並びに

地域振興を推進するとともに、十分な予算措置を講じること。ま

た、「ハイブリッドダム」の取組を着実に推進すること。  

 3. 水源地域の防災対策の充実について  

ダム貯水池における堆砂は、その治水・利水機能の低下のみ

ならず、洪水や長期濁水の原因となり、住民の暮らしや漁業等の

経済活動、生態系等に重大な被害や影響を与えることから、ダム

管理者等による確実な堆砂対策が講じられるよう、国として管理

者に対する対策の強化を求めることや支援策の拡充を図ること。  

4. 地域との連携による水力開発体制の構築について 

既設ダムの有効活用等、水力発電の拡充と水源地域の再生を

図るため、政府、発電事業者、自治体等関係者が一体となった

横断的かつ総合的な議論の場を設置すること。  

5．水源地域を支える税財政措置の拡充・改善について 

(1)流水占用料等については、その使途の明示を促進すること。 

(2)過疎債における水力発電施設の新設や更新・改修等につい

て、売電出力割合の見直し等、適用条件を緩和すること。  
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1. 電源立地地域対策について 

［総務省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 電源立地地域対策交付金 (水力発電施設周辺地域交付金相
当部分)の恒久化措置等について 

①発電施設所在市町村の活性化のため、水力交付金を法律に
基づく恒久的な措置とすること。また、最低保証額を平成 22
年度水準以上に引き上げること。  

②揚水発電の果たす役割を適切に評価し、活用・整備を促進す
るとともに、一般水力発電の 2 分の 1 となっている揚水発電
の交付金単価を一般水力発電と同等とすること。  

(2) 発電施設所在地域の振興のため、電力移出県等交付金相当
部分に係る市町村枠の拡大を図るとともに、一定の電力を移出
する市町村に対する電力移出市町村交付金を創設すること。  

(3) 電源立地地域対策交付金に係る各種交付金の対象を、出  
力が 1,000kW 未満の発電施設が所在する市町村にも拡大する
とともに、中小水力発電の導入促進のための技術指導、情報提
供等、関連施策の充実・強化を図ること。  

(4) 水利権の許可・更新に当たっては、地元市町村の意見を十
分に尊重し、環境に配慮した十分な河川維持流量を確保するこ
と。また、水質保全、生態系の維持等に支障がある場合は、更
新時に行うこととされている河川維持流量の確保について、地元
市町村長の申し出により、期間更新前に行うことができるように
すること。  
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2. 水源地域対策について 

［内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省］  

(1) 「ダム再生ビジョン」において、水力発電を積極的に導入する
としていることを踏まえ、既設ダムの設備更新・改修、発電設備
の設置等による水力発電の出力・電力量増加並びに地域振興
を推進するとともに、十分な予算措置を講じること。また、「ハ
イブリッドダム」の取組を着実に推進すること。  

 (2) 国は、地域の健全な水循環の維持又は回復に向けた取組を
けん引する人材の育成、市町村等が策定する流域水循環協議
会等における財源の確保や体制整備、流域マネジメントへの参
画を促進するための普及啓発や広報等を強化すること。  

(3) 水源地域の環境を保全し、上下流にわたる河川環境の改善を
図るため、以下の事項を推進すること。  

①既設ダムによる水質や流量等流況の変化が生態系に影響を
与えないよう、万全を期した対策を推進すること。また、河川
管理者、自治体、事業者、内水面関係者等が連携した環境
改善対策を推進する体制整備を促進すること。  

②魚道の設置等生物生息環境及び河床環境の改善対策を推
進すること。  

③親水や教育等に配慮した河川周辺の整備を促進すること。  

④合併浄化槽、集落排水、下水道の整備等により、ダム湖水質
の改善を推進するとともに、助成措置を拡充すること。  

⑤ゴミや廃棄物等の不法投棄及び河川等への流入防止対策を
徹底すること。  

 (4) 総合水系環境整備事業を着実に実施するとともに、実施に当
たっては地元市町村の意見を尊重すること。  

(5) 水源地域における道路整備を推進すること。  
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(6) 水源林保全のため、水源林造成事業を推進するとともに、
放置山林対策を強化すること。  

(7) 森林管理システムが円滑に運用されるよう、地域の実情に合
わせた体制整備に向けた国及び都道府県による支援の強化を
図ること。  

(8) 外国資本による水源地域の買収に対する実効ある規制対策を
講じること。 

3. 水源地域の防災対策等について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 近年、集中豪雨による流木災害等の山地災害の頻発・激甚化
やダム湖岸の崩落の危険性が高まっていることを踏まえ、砂防
設備や治山施設等の設置、森林の整備等、山地防災力の強化
に向けた取組や、流域治水関連法に基づく「流域治水」の取組
を推進すること。  

(2) ダム貯水池における堆砂は、その治水・利水機能の低下のみ
ならず、洪水や長期濁水の原因となり、住民の暮らしや漁業等
の経済活動、生態系等に重大な被害や影響を与えることから、
ダム管理者等による確実な堆砂対策が講じられるよう、国として
管理者に対する対策の強化を求めることや支援策の拡充を図る
こと。  

4. 地域が主体となった小水力発電の導入促進について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1) 自治体等地域が主体となった水力発電の導入にあたって、有
望地点の調査・設計等の実施にかかる助成制度の大幅な拡充
を図ること。また、水力発電をはじめとする再生可能エネルギー
の最大限の導入のためには、系統制約への対応が不可欠であ
ることから、有効な対策を講じること。  

(2) 小水力発電の導入に係る水利権許可手続きや森林法、自然
公園法等については、自治体等の意向を踏まえた弾力的な運用
を可能とし、あわせて開発リードタイムの短縮化を図ること。  
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(3) 小水力発電の導入にあたり、地元での合意形成が円滑に進む
よう、支援体制の構築を図ること。 

(4) 小水力発電機の汎用化や性能向上による低コスト化に向けた
技術開発への支援を図ること。また、海外製品が多く占める発
電機器等の維持管理や運用保守にかかる費用について措置す
ること。  

5. 地域との連携による水力開発体制の再構築について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］  

(1) 既設ダムの有効活用等、水力発電の拡充と水源地域の再生
を図るため、政府、発電事業者、自治体等関係者が一体となっ
た横断的かつ総合的な議論の場を設置すること。  

(2) 水力発電の果たす役割や水力開発に対する国民や住民の理
解を促進するための広報対策を強化すること。  

(3) 水力発電に関する技術の継承を図るための専門家の育成を
拡充するとともに、水力開発を行う自治体に対する支援体制を
強化すること。  

6. 水源地域を支える税財政措置の拡充・改善について 

［内閣府、総務省、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省］ 

(1)流水占用料等については、その使途の明示を促進すること。  

(2)過疎債における水力発電施設の新設や更新・改修等について、
売電出力割合の見直し等、適用条件を緩和すること。  
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